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理工学研究科及び入学試験情報の概要は、 

青山学院大学の公式ホームページ（http://www.aoyama.ac.jp/）で紹介しています。 



 

本大学院学則第５３条により、本大学院理工学研究科理工学専攻の特定の授業科目について履修を願い

出る者については下記により取り扱います。 

 

１．科目等履修生 

  科目等履修生とは、本大学院の特定の授業科目につき履修する者で正規学生の教育研究に支障をき

たさない範囲において、選考の結果許可される者をいいます。履修期間は科目により半年間または１

年間です。 

 

２．科目等履修生の区分 

(A) 単位を必要とする者 

  (B) 単位を必要としない者 

    ＊出願時に(A),(B) のいずれかを申し出、履修途中の変更は認めません。 

 

３．募集人員：若干名（正規課程学生の教育研究に支障が生じない範囲） 

 

４．出願資格 

  次のいずれかに該当する者。 

(1)修士の学位または専門職学位を授与された者、および２０１８年３月授与見込みの者。 

(2)学士の学位を授与された者、および２０１８年３月授与見込みの者。 

(3)外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０１８年３月修了見込みの者。 

(4)文部科学大臣の指定した者。 

(5)その他本大学院において、学士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めら 

れた者で、入学時に 22 歳に達したもの。 

ただし、外国人については上記の出願資格のほか、次の①と②の双方に該当する者。 

①次のいずれかに該当する者 

イ．履修する年度の４月より１年間以上日本国に在留資格を有している者。 

ロ．年度の途中で日本国の在留資格の期限が切れる者については、期限後も本学の科目等履修生

の身分に関係なく、在留資格の更新が可能である者。 

②財団法人日本国際教育支援協会が実施している日本語能力試験の一級合格者。 

 

５．出願方法 

(1) 出願に必要な書類等 

1) 大学院「科目等履修生願」  （本大学院所定のもの） 

2) 理由書           （     〃    ） 

3) 出身大学等の成績証明書  （更新者及び本学出身者は不要） 

4)   〃   卒業証明書 （      〃      ） 

   ただし、外国人については上記の出願書類のほか次の書類も提出してください。 

5) 日本語能力試験一級合格証明書 

1 



 

6) 住民票（または住民票記載事項証明書） 

7) 保証書（所定の用紙） 

(2) 審査料 35,000 円 

(3) 出願場所 相模原事務部学務課（相模原キャンパスＢ棟１階） 

(4) 出願期間 ２０１８年２月２６日（月）～ ２月２７日（火）（受付時間 9:00 ～ 16:00） 

 

６．選考方法 

(A) 単位を必要とする者 ：書類審査（ただし、口述試問を行う場合があります） 

(B) 単位を必要としない者：書類審査（ただし、口述試問を行う場合があります） 

 

７．履修期間：半期科目（前期もしくは後期） 

 

８．履修を許可する授業科目及び科目数 

(1) 授業科目：２０１８年度開講する理工学専攻の授業科目（実験科目、演習科目及び輪講科目は除く） 

(2) 科目数  ：合計１２単位の範囲で選択できる科目数 

 

９．合格発表：２０１８年３月１２日（月） 13:00 

発表場所：理工学研究科掲示板（相模原キャンパスＮ棟１階） 

合格者は学生生活課窓口（相模原キャンパスＢ棟１階）で必要書類を受取ってください。 

 

10．手続日  ：２０１８年３月１２日（月） 13:00 ～  16:00 

             ３月１３日（火）  9:30 ～ 11:30 

 手続場場所：学生生活課窓口（相模原キャンパスＢ棟１階） 

 

11．受講料 

  科目等履修生の区分(A)の者： １単位 51,600 円 

  科目等履修生の区分(B)の者： １単位 12,900 円 

 

12．単位の授与 

科目等履修生の区分(A)の者には、履修した授業科目の試験に合格した場合は単位を与え、願い出に

より単位修得証明書を交付します。 

 

13．注意事項 

(1) 履修を許可されない授業科目もありますので、出願の際お問い合わせください。 

(2) 次年度以降引き続き授業科目の履修を願い出る場合は、各年度の出願期間中に改めて願書を提出

しなければなりません。ただし、この場合、出願者の試験および審査料は、科目等履修生の区分が同       

一の場合に限り、２ｶ年を限度として免除します。 

(3) 履修を許可された後の授業科目の変更は、原則として認めません。 
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(4) 科目等履修生は、大学図書館の利用を認められます。 

(5) 履修が許可され所定の履修手続きを完了した者には「科目等履修生身分証明書」を交付します。こ

の証明書は、大学図書館を利用する際等に提示することになっています。有効期限は当該年度末まで

となっていますので、年度末には相模原事務部学生生活課に返還してください。 

(6) 科目等履修生は、通学定期乗車券発行証明書及び学生旅行運賃割引証（学割）等の特典を受けるこ

とができません。 

(7) 科目等履修生は、特に定めのない限り本大学院の正規学生に適用される諸規定に従うものとしま

す。 

(8) 正規課程学生の受講者がいない授業科目の場合は閉講とします。閉講に伴う履修科目の変更は原

則として認めません。 

(9) 一旦納入した審査料、受講料及び提出した書類等は原則として返還しません。 

 

 

 

 

以 上 
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